
奈
良
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

会
計
に
関
す
る
書
類
の
様
式
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
九
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

第
三
号
様
式
（
そ
の
三
）
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。
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